
平成２６年度文化庁概算要求の概要

◇世界に誇るべき「文化芸術立国」の実現◇
～2020年に日本が文化芸術交流のハブとなる～

１．総 表

前 年 度 平 成 2 6 年 度 対 前 年 度
区 分 備 考

予 算 額 概算要求・要望額 増 △ 減 額 増△減率

百万円 百万円 百万円 ％

うち、

一 般 会 計 １０３,３４２ １２１,６４４ １８,３０２ １７.７１ 「優先課題推進枠」

29,233百万円

※他に、東日本大震災復興特別会計において、国指定等文化財の復旧等に3,305百万円を計上（前年度2,095百万円）

文 化 庁



２．主 要 事 項

19,746 26,295 6,549

1 5,719 9,678 3,959 文化芸術による子供の育成事業 6,261 （ 0）

伝統文化親子教室事業 1,612 ( 0）

《子供を対象とした支援プログラムの創設》

劇場・音楽堂等活性化事業（拡充分） 490 （ 0）

地域発･文化芸術創造発信イニシアチブ 500 （ 0）

（拡充分）

文化遺産を活かした地域活性化事業 600 （ 0）

（拡充分）

地域と共働した美術館･歴史博物館創造 216 （ 0）

活動支援事業（拡充分）

前年度限りの経費 0 （ 5,719）

(次代を担う子供の文化芸術体験事業等)

2 11,469 13,695 2,226 劇場･音楽堂等活性化事業 3,744 （ 3,003）

効果的な支援

地域発･文化芸術創造発信イニシアチブ 3,418 （ 2,936）

舞台芸術創造力向上･発信プラン 4,248 ( 3,294）

日本映画の創造・交流・発信 849 （ 806）

メディア芸術の創造・発信 841 （ 834）

芸術祭・芸術選奨 340 （ 341）

国民文化祭 255 （ 255）

3 2,559 2,921 362 新進芸術家等の人材育成 2,314 （ 2,044）

若手映画作家等の育成 170 （ 171 ）

メディア芸術の人材育成 267 （ 267 ）

全国高等学校総合文化祭 170 （ 77 ）

事 項

文化芸術 創造 活動 への

芸 術 家 等 の 人 材 育 成

4

3

4

文化芸術による「創造力・
想像力」豊かな子供の育成

2

（単位：百万円）
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Ⅰ 豊かな文化芸術の創造と 

  人材育成 



事 項
前 年 度
予 算 額
（ 当 初 ）

２ ６ 年 度
概算要求額

比 較
増 △ 減 額

備 考

44,062 49,492 5,430

1 12,062 15,121 3,059 建造物の保存修理等 12,467 （ 9,804）

防災対策等の充実

美術工芸品の保存修理等 1,219 （ 1,116）

伝統的建造物群の保存修理等 1,295 （ 1,002）

指定文化財管理等 140 （ 140）

2 31,999 34,371 2,371 文化遺産を活かした地域活性化事業 2,560 （ 2,449）

継承等の推進

地域と共働した美術館･歴史博物館創造 1,116 （ 1,010）

活動支援事業

文化財等の公開活用による地域活性化 4,900 （ 4,900）

文化財の保護対策の検討等 305 （ 306）

鑑賞・体験機会等充実のための事業推進 186 （ 166）

アイヌ関連施策の推進 257 （ 233）

国宝重要文化財等の買上げ 2,032 （ 1,332）

国有文化財等の保存整備等 772 （ 739）

史跡等の保存整備・活用等 19,792 （ 18,971）

無形文化財・文化財保存技術の伝承等 1,013 （ 982）

民俗文化財の保存修理等 280 （ 250）

平城及び飛鳥・藤原宮跡地等の保存整備 1,157 （ 663）

36,494 42,572 6,077

1 1,907 3,139 1,232 文化芸術創造都市の推進 34 （ 11）

芸術文化の世界への発信と新たな展開 1,791 （ 0）

文化芸術の海外発信力の強化 868 （ 735）

文化遺産オンライン構想の推進 192 （ 83）

世界遺産普及活用･推薦のための事業推進 151 （ 0）

1文化財修理の抜本的強化・

文化財の復元整備･活用･
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事 項
前 年 度
予 算 額
（ 当 初 ）

２ ６ 年 度
概算要求額

比 較
増 △ 減 額

備 考

魅力的な日本語発掘・発信プログラム 103 （ 0）

前年度限りの経費 0 （ 1,078）

（芸術による国際交流活動への支援等）

2 397 419 22
の推進

3 外国人に対する日本語教育 216 231 15 日本語教育に関する調査及び調査研究 18 （ 5）

の推進

日本語教育研究協議会等の開催 5 （ 9）

条約難民及び第三国定住難民に対する 40 （ 34）

日本語教育

｢生活者としての外国人｣のための日本語 164 （ 164）

教育事業

省庁連携日本語教育基盤整備事業 4 （ 4）

4 33,974 38,782 4,808 国立文化施設の機能強化 38,117 （ 33,407）

の整備・充実

文化政策情報システムの運用等 173 （ 123）

文化関係資料のアーカイブの構築に 68 （ 40）

関する調査研究

近現代建築資料等の収集・保存 108 （ 96）

著作権の保護 215 （ 212）

国語施策の充実 58 （ 52）

宗務行政の推進 43 （ 44）

○ 2,095 3,305 1,210 被災文化財の復旧 2,660 （ 1,714）

被災ミュージアム再興事業 645 （ 381）

※計数はそれぞれ単位未満を四捨五入しているため合致しない場合がある。
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Ⅰ 豊かな文化芸術の創造と （前年度予算額 １９,７４６百万円）

人材育成 26年度要求額 ２６,２９５百万円

文化芸術により、創造性、発想力、コミュニケーション力に富んだ子供たちを育成

するため、文化芸術を体験する機会を大幅に拡充する。

豊かな芸術創造活動を生み出す環境を創出し、我が国の芸術水準と国際的評価を高

めるため、芸術団体や劇場等への効果的な支援を行うとともに、地域の魅力と活力を

高める特色ある文化芸術振興の取組を支援する。

１．文化芸術による「創造力・想像力」 （前年度予算額 ５,７１９百万円）

豊かな子供の育成 26年度要求額 ９,６７８百万円

○事業の概要

次の世代の芸術家や観客たる子供たちが、創造性や発想力、コミュニケーション

力を身に付けるとともに、伝統文化を体験・修得する機会を提供する。

○事業の内容

（１）文化芸術による子供の育成事業 ６,２６１百万円（ 新 規 ）

子供たちに対し、一流の文化芸術団体や芸術家による質の高い文化芸術を鑑賞･

体験する機会を義務教育期間中に２回(現代実演芸術･伝統芸能各１回)提供する

とともに、実技指導やワークショップ等を実施する。

◆巡回公演事業 1,500公演 → 1,900公演程度

一流の文化芸術団体が全国を巡回し､小中学校等において実演芸術公演を実施

◆芸術家の派遣事業 2,400件程度

個人又は少人数の芸術家が小中学校等を訪れ､講話､実技披露､実技指導を実施

◆コミュニケーション能力向上事業 200件程度(新規)

小中学校等において､芸術家による表現手法を用いたワークショップ等を実施

※前年度限り（次代を担う子供の文化芸術体験事業 ４,７８４百万円）

（２）伝統文化親子教室事業 １,６１２百万円（ 新 規 ）

子供たちが親とともに、民俗芸能、工芸技術、邦楽、日本舞踊、茶道、華道など

の伝統文化･生活文化を体験・修得できる機会を提供する。

3,400教室 → 5,500教室程度

※前年度限り（伝統文化親子体験教室事業９３５百万円）
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（３）子供を対象とした支援プログラムの創設 1,８０６百万円（ 拡 充 分 ）

①劇場・音楽堂等活性化事業（劇場法の推進） ４９０百万円（ 拡 充 分 ）

地域の劇場･音楽堂等が、教育機関や児童福祉施設等の関係機関とも連携･協力

して実施する子供の実演芸術体験プログラムに対する支援事業を創設する。

支援件数：140件程度

②地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ ５００百万円（ 拡 充 分 ）

地方公共団体が、将来の地域の文化芸術の担い手を育てるために実施する子供

の文化芸術鑑賞・体験事業に対する支援事業を創設する。

支援件数：100件程度

③文化遺産を活かした地域活性化事業 ６００百万円（ 拡 充 分 ）

各地域の文化遺産を活用した取組において､新たに子供たちを対象として実施

する「子供歴史･伝統･文化体験事業」を創設する。

支援件数：120件程度

④地域と共働した美術館･歴史博物館創造活動支援事業 ２１６百万円（ 拡 充 分 ）

学校と連携し博物館資料を活用した活動や、我が国や海外の文化や歴史を学

習・体験する活動など､新たに「子供を育むミュージアム支援事業」を創設する。

支援件数：40件程度

（前年度予算額１１,４６９百万円）

２．文化芸術創造活動への効果的な支援 26年度要求額１３,６９５百万円

○事業の概要

最高水準の芸術団体や劇場・音楽堂による舞台芸術の創造発信を重点的に支援する

とともに、地域の魅力と活力を高める特色ある文化芸術振興の取組を支援する。

○事業の内容

（１）劇場・音楽堂等活性化事業 ３,７４４百万円（ ３,００３百万円）

（劇場法の推進）

地域の劇場･音楽堂等の活性化と実演芸術の水準向上を図るため、公演事業や

専門的人材の養成、普及啓発事業などに補助を行う。

◆特別支援事業（トップレベルの施設）：15施設

トップレベルの劇場･音楽堂等が行う、国際的水準の実演芸術の創造発信(公演

事業)、専門的人材の養成事業、普及啓発事業を年間を通して支援する。
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◆共同制作支援事業：オペラ４公演、舞踊１公演、演劇１公演

複数の劇場･音楽堂等が共同して行う新たな創造活動(新作､新演出等)を支援する。

◆活動別支援事業（地域の中核施設）

地域の劇場・音楽堂等が主体となり行う実演芸術の創造活動(公演事業)や人材

養成事業､普及啓発事業を活動単位で支援する。

ａ．創造活動（公演事業）80件

ｂ．人材養成事業 50件

ｃ．普及啓発事業 50件

◆劇場・音楽堂等間ネットワーク構築支援事業：75件
実演芸術の巡回公演に必要な旅費及び運搬費を支援する。 等

（２）地域発・文化芸術創造発信 ３,４１８百万円（ ２,９３６百万円）

イニシアチブ

地方公共団体が企画する文化芸術活動､古典に親しむ活動などに補助すること

により､地域文化の再生やコミュニティの再構築､ひいては地域の活性化を推進する｡

◆文化芸術創造発信事業：80事業

地方公共団体が、地域住民、芸術団体、文化施設、教育機関等とともに実施する

音楽祭、演劇祭、美術展覧会など特色ある文化芸術振興の取組

◆文化芸術による｢心の復興｣事業：23事業
東日本大震災の被災地の地方公共団体が企画する実演芸術の鑑賞等を通じた｢心の

復興｣を図る事業

◆メディア芸術地域活性化事業：12事業
メディア芸術（映画、マンガ、アニメーション、ゲーム等）に関する総合的な取組

（人材育成、国際交流、調査研究、保存、普及）

◆新国立劇場を活用した現代実演芸術の普及事業：10事業
地域において新国立劇場が制作する公演による実演芸術鑑賞事業や、新国立劇場に

おいて地域のプロの芸術団体が行う公演事業

◆大学を活用した地域文化芸術振興事業：13事業
大学の有する文化芸術に関する人材、教育研究機能、施設、資料等を活用した地域

での文化芸術振興の取組

◆創造都市事業：10事業
文化芸術の持つ創造性を地域振興、観光・産業振興等に活用し、地域課題の解決に

取り組む「文化芸術創造都市」等の取組

（３）舞台芸術創造力向上・発信プラン ４,２４８百万円（ ３,２９４百万円）

トップレベルの芸術団体等の創造発信を支援することにより､我が国の舞台芸術

水準の飛躍的向上を図り、その成果を広く国民が享受できる環境を醸成する。

①戦略的芸術文化創造推進事業 ９５４百万円（ 新 規 ）

国が芸術文化振興上、推進することが必要な事業（障害者の芸術活動や離島山

村での鑑賞機会提供など）について、公演･展示等の要件を国が示し、芸術団体

等からの企画提案を募って実施する。（件数：15件程度）
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②トップレベルの舞台芸術創造事業 ３,１５１百万円（ ３,１５２百万円）

トップレベルの芸術団体に対して、演出料、脚本料や大道具･小道具費など、

その創造活動を支援することにより更なる水準の伸張を図る。

支援対象：オーケストラ、バレエ団、劇団などのトップレベルの芸術団体

（年間活動支援型）７７団体

（事業別支援型） ５６件

③日本版アーツカウンシルの試行的導入 １４３百万円（ １４２百万円）

専門家を活用した審査・評価等の仕組み（日本版アーツカウンシル）の本格的

導入に向けた取組を一層推進する。

対象分野：トップレベルの舞台芸術創造事業及び基金事業の４分野

（音楽、舞踊、演劇、伝統芸能・大衆芸能）

（４）日本映画の創造・交流・発信 ８４９百万円（ ８０６百万円）

日本映画の振興を図るため、優れた劇映画、記録映画の製作活動を支援する。

また、国際共同製作に対する支援制度を充実し、海外における上映機会の獲得

等を推進する。

①日本映画製作支援事業 ６７２百万円（ ６２９百万円）

我が国の映画製作活動を奨励し、その振興を図るため、優れた劇映画、記録映画

の製作活動及び国際共同製作映画の製作活動を支援する。

支援対象：劇映画28作品、記録映画18作品、字幕制作(ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ映画)43作品(新規)

②ロケーションに係るデータベースの運営 ２１百万円（ ２１百万円）

各地のフィルムコミッションが持っている情報をインターネット上に集約した

データベースを運営し、国内外への情報提供を通じ、日本国内での映画製作活動

を活性化する。

③文化映画賞 １０百万円（ １０百万円）

我が国の映画の向上とその発展に資するため、文化庁映画賞として優れた文化記

録映画作品(文化記録映画部門)及び我が国映画界で顕著な業績を挙げた者(映画

功労部門)に対する顕彰を実施する。

④海外映画祭への出品等支援 ７１百万円（ ７１百万円）

海外映画祭への出品を促進するため、展示場及び外国語字幕制作や映画製作者の

海外渡航､宣伝用素材制作を支援する｡

⑤全国映画会議 ２１百万円（ ２１百万円）

映画に関する多様な意見や課題に関し、鑑賞者、製作者、上映関係者など様々な

立場の関係者や団体が交流・発信出来る会議を開催する。
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⑥アジアにおける日本映画特集上映事業 ３２百万円（ ３２百万円）

アジア地域において映画を通じた文化交流を図り、日本映画の特集上映や人材育

成につながる交流事業を実施する。

⑦｢日本映画情報システム｣の整備 ２２百万円（ ２２百万円）

我が国の映画情報を一括管理する「日本映画情報システム」の整備を行い、過去

から現在までの映画フィルムの所在の把握と、国内外への日本映画の紹介やより

多くの地域での多様な作品の上映を推進する。

（５）メディア芸術の創造・発信 ８４１百万円（ ８３４百万円）

メディア芸術の海外発信やアニメーション映画製作事業に支援することにより、

文化芸術の国内外への発信を行う。

①メディア芸術祭等事業 ３７７百万円（ ３７７百万円）

文化庁メディア芸術祭の開催及び受賞作品展(会場:国立新美術館)開催､国内外

における巡回展や地方展の実施､世界のメディア芸術祭関係者等を集めた会議の

開催を行う。

②メディア芸術情報拠点推進事業 ３２８百万円（ ３２８百万円）

文化庁メディア芸術祭受賞作品等の優れたメディア芸術作品について､デジタル

アーカイブ化を推進するほか、国内外の関連施設との連携・協力により、メディ

ア芸術に関する情報収集・発信の拠点機能を構築し、連携共同事業を実施する。

③アニメーション映画製作支援事業 １３６百万円（ １２９百万円）

優れたアニメーション映画の製作活動国際共同製作に対する支援を行う。

支援対象：アニメーション映画17作品(うち国際共同製作1作品)

字幕制作(ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ映画)7作品(新規)

（６）芸術祭・芸術選奨 ３４０百万円（ ３４１百万円）

芸術の祭典として、舞台芸術の参加公演及び放送・レコード等の参加作品につ

いて顕彰を行うとともに、音楽、演劇等の優れた舞台芸術の主催公演を実施する。

また、芸術各分野において優れた業績を上げた者又はその業績によってそれぞ

れの部門に新生面を開いた者を選奨し、芸術活動の奨励と振興に資する。

（７）国民文化祭 ２５５百万円（ ２５５百万円）

国民の各種文化活動を全国的な規模で発表する場を提供し､顕彰等を実施する

ことにより、文化活動への参加意欲の喚起、文化創造の促進､地方文化の発展に

資する。

・26年度開催地：秋田県、27年度：鹿児島県
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（前年度予算額 ２,５５９百万円）

３．芸術家等の人材育成 26年度要求額 ２,９２１百万円

○事業の概要

次の世代の芸術家等の育成など、発想力に富んだ強い人材を養成する取組を通じて、

活力ある社会の基盤構築に寄与する。

○事業の内容

（１）新進芸術家等の人材育成 ２,３１４百万円（ ２,０４４百万円）

分野や団体の枠を超えた指導・発表機会の提供など新進芸術家の戦略的な育成

を行う。

①次代の文化を創造する新進芸術家 １,１８１百万円（ １,１８１百万円）
育成事業

次代を担う新進芸術家を養成するため、分野や団体の枠を超えて、国が主体と

なり研修・発表機会の提供等を行い戦略的な人材育成を行う。

また、芸術系大学との連携による教員・施設・資料等の教育研究資源の活用な

ど新進芸術家の育成を充実する。

②新進芸術家の海外研修 ４８３百万円（ ４１３百万円）

美術、音楽、舞踊等の各分野の新進芸術家に対して、海外の大学や芸術団体等

における実践的な研修の場を提供する。なお、長期間の研修を受けることが困難

であったアーティストや学芸員等のため、新たに１ヶ月程度の短期研修制度を創

設する。

研修員数：140人程度（うち70人(短期(新規)）

研修期間：1年･2年･3年･特別(80日)･短期(1ヶ月(新規))

③大学を活用した文化芸術推進事業 ６５０百万円（ ４５０百万円）

高度な専門性を有したアートマネジメント(文化芸術経営)人材について、作品の

鑑賞者と作品をつなぐ｢対話型鑑賞｣を提供するファシリテーション能力や実践的

能力の向上等を含めた養成を推進するため、芸術系大学等による公演・展示等の企

画・開催も含めた実践的なカリキュラムの開発・実施へ補助するとともに、大学の

文化芸術に関する魅力を広く発信するシンポジウムの開催等を実施する。

支援件数：20大学→30大学程度
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（２）若手映画作家等の育成 １７０百万円（ １７１百万円）

①短編映画作品支援による若手映画作家 １２０百万円（ １２０百万円）
の育成

本格的な映画製作のワークショップ等で学んだ技術や知識を、実際の短編映画

作品の制作を通して実践する場を与え、若手映画作家が世に出る機会を提供する。

②映画関係団体等の人材育成事業の支援 ５０百万円（ ５１百万円）

映画製作の各過程を担う専門性の高い人材を育成するため、大学・専門学校等

と映画関係団体等との連携の下に行われる、製作現場における学生の実習(インタ

ーンシップ)受入れを支援する。

（３）メディア芸術の人材育成 ２６７百万円（ ２６７百万円）

①メディア芸術クリエイター育成支援事業 ３６百万円（ ３６百万円）

若手クリエイター等が行うメディア芸術作品の創作活動､国内各地の施設が行う

メディア芸術分野のワークショップ､公開講座､展示等に関する事業を支援する。

②若手アニメーター等人材育成事業 ２１５百万円（ ２１５百万円）

アニメ制作スタッフに若手人材を積極的に起用し、制作段階でオン･ザ･ジョブ

トレーニング(ＯＪＴ)を組み込んだアニメーション制作を実施する。

③海外メディア芸術クリエイター等招へい １６百万円（ １６百万円）
事業

メディア芸術分野の関係機関が海外の若手クリエイターや研究者を招へいし、

研修・研究の機会を提供する。

（４）全国高等学校総合文化祭 １７０百万円（ ７７百万円）

①全国高等学校総合文化祭等 ９６百万円（ ７７百万円）

全国の高校生による文化部活動の発表の場として全国高等学校総合文化祭を開

催するとともに、新たに展示部門の優秀作品展の開催や、文化部顧問の教員のため

の研修会に対する支援、外部指導者活用の事例集の作成・提供を行い、高校生の創

造活動の水準向上を図る。

・26年度開催地：茨城県、27年度：滋賀県

②高校生国際文化交流推進事業 ７４百万円（ 新 規 ）

我が国の高校生の海外派遣を実施し、ワークショップ等を行うとともに、海外の

高校生を招へいし、我が国の高校生と文化サミット等を開催することにより、高校

生の国際文化交流を推進する。
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Ⅱ かけがえのない文化財の （前年度予算額 ４４,０６２百万円）

保存、活用及び継承等 26年度要求額 ４９,４９２百万円

国宝・重要文化財等の計画的な保存修理や防災施設の整備等を実施するとともに、

各地域に所在している文化財を活用した地域の振興・活性化に資する取組への支援を行う。

１．文化財修理の抜本的強化・ （前年度予算額 １２,０６２百万円）

防災対策等の充実 26年度要求額 １５,１２１百万円

○事業の概要

国宝・重要文化財や伝統的建造物群を適切な状態で保存・継承していくために、

文化財の種別や特性に応じた計画的な保存修理や防災施設の整備等を実施する。

○事業の内容

（１）建造物の保存修理等 １２,４６７百万円（ ９,８０４百万円）

国宝･重要文化財（建造物）を適正に維持し､将来に伝えるための保存修理事業

（根本修理・維持修理等)や､地震､火災等の災害から護るために必要な防火対策や

耐震化などの防災対策事業に対する補助を行う。

①調査 ９百万円（ ９百万円）

近代の産業・交通・土木関係建造物及び和風建築の総合調査

補助対象：都道府県（補助率：５０％）

補助件数：5件程度

②保存修理 ９,７８６百万円（ ７,０３７百万円）

重要文化財（建造物）の解体修理、部分修理、屋根葺替等

補助対象：文化財の所有者、管理団体（補助率：原則５０％）

◆国宝・重要文化財建造物保存修理 9,786百万円（ 新 規 ）

強化対策事業

木造文化財建造物等の価値を損なうことなく次世代へ継承することは、

国の責務であるため、適切な周期（根本修理：平均 150年、維持修理：

平均 30年）による保存修理の実施を目指す。

（根本修理：10件程度、維持修理：60件程度、特殊修理：10件程度）

※前年度限り（建造物保存修理（一般、特殊）7,037百万円）
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③登録文化財保存修理 ９０百万円（ ９０百万円）

登録文化財建造物の保存修理事業の設計監理

補助対象：文化財の所有者、管理団体（補助率：原則５０％）

補助件数：20件程度

④防災施設等 ２,５８２百万円（ ２,６６９百万円）

重要文化財（建造物）の防火・防犯設備設置、耐震診断、耐震化工事等

補助対象：文化財の所有者、管理団体（補助率：原則５０％）

◆一般・特殊
重要文化財（建造物）の防災施設（自火報設備、防犯設備等）及び大規模な

防災施設（日本民家園等）の新設・改修

◆緊急防災性能強化
根本修理を予定していない重要文化財(建造物)の耐震補強及び防火設備の強化

（耐震性能強化:10件程度､耐震性能強化(非木造):3件程度､防火性能強化:2件程度)

◆緊急防災施設耐震改修
重要文化財（建造物）の防災施設の緊急耐震改修

（消火設備（近畿圏）：20件程度、消火設備(近畿外)：60件程度）

等

（２）美術工芸品の保存修理等 １,２１９百万円（ １,１１６百万円）

国宝･重要文化財(美術工芸品)のうち､損傷の進行が著しい文化財を対象とした

保存修理事業や、防災・防犯対策の充実のための防災施設・保存活用施設の整備

事業等に対する補助を行う。

①調査 ２２百万円（ ２２百万円）

史料(古文書､歴史資料､陶磁器等)の散逸等を防ぎ保存対策を講じるための調査

補助対象：地方公共団体（補助率：原則５０％）

補助件数：10件程度

②保存修理 ８１２百万円（ ７０８百万円）

重要文化財（美術工芸品）の保存修理、剥落防止等

補助対象：文化財の所有者、管理団体（補助率：原則５０％）

補助件数：135件→160件程度

③防災施設 １２５百万円（ １２５百万円）

重要文化財（美術工芸品）の防火・防犯設備設置等

補助対象：文化財の所有者、管理団体（補助率：原則５０％）

補助件数：10件程度
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④重要文化財等保存活用整備事業 ２６１百万円（ ２６１百万円）

重要文化財（美術工芸品）の展示機能を備えた収蔵施設の設置

補助対象：文化財の所有者、管理団体（補助率：原則５０％）

補助件数：10件程度

（３）伝統的建造物群の保存修理等 １,２９５百万円（ １,００２百万円）

重要伝統的建造物群保存地区の歴史的な集落・町並みの特性を維持するための

保存修理・修景、防災施設の整備等に対する補助を行う。

①調査 １７百万円（ １７百万円）

伝統的建造物群の保存対策、防災対策に係る調査

補助対象：市町村（補助率：５０％）

補助件数：10件程度

②保存修理 １,０７４百万円（ ８６７百万円）

重要伝統的建造物群保存地区内の建造物等について､適切な周期(根本修理:平均 100年､

維持修理:平均 25年)による保存修理等の実施を目指す。

補助対象：市町村（補助率：原則５０％）

補助件数：100件程度

③防災施設 １５９百万円（ １０６百万円）

重要伝統的建造物群保存地区内の防災施設設置等

補助対象：市町村（補助率：原則５０％）

補助件数：8地域→12地域

④買上 ４６百万円（ １２百万円）

重要伝統的建造物群保存地区内の建造物、土地の公有化

補助対象：市町村（補助率：５０％）

（４）指定文化財管理等 １４０百万円（ １４０百万円）

国指定文化財の維持管理（自動火災報知器の法定点検、建物の小修理等）、国有文

化財の看視・清掃等に要する経費に対する補助を行う。

補助対象：地方公共団体、国有文化財の管理団体

◆指定文化財管理（補助率：５０％）

自動火災報知設備、消火設備等の保守点検等

◆国有文化財管理（補助率：８０％）

減失、毀損、不法占拠を防止するための見回り看視や除草、清掃等の管理費
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２．文化財の復元整備・活用・継承等 （前年度予算額３１,９９９百万円）

の推進 26年度要求額３４,３７１百万円

○事業の概要

国宝・重要文化財や史跡等の保存整備､土地の公有化や､文化財の鑑賞・体験機会

を充実するための取組を推進する。

○事業の内容

（１）文化遺産を活かした地域活性化事業 ２,５６０百万円（ ２,４４９百万円）

伝統行事・伝統芸能の公開、後継者養成､古典に親しむ活動など、地域の文化

遺産を活用した特色ある総合的な取組を支援する。

①地域の文化遺産次世代継承事業 ２,５２０百万円（ ２,４２０百万円）

地域の文化遺産に関する情報発信、人材育成、普及活動、継承、記録作成、

調査研究等に対する補助を継続して実施するとともに支援件数を拡充する。

補助対象：文化団体等で構成される実行委員会（補助率：定額）

補助件数：550件→ 560件程度

②審査経費 ４０百万円（ ２９百万円）

（２）地域と共働した美術館・歴史博物館 １,１１６百万円（ １,０１０百万円）

創造活動支援事業

地域へのアウトリーチ活動、ボランティア交流、障害者の芸術活動支援等の

事業の展開を支援する。また、外国人利用者のための環境整備（展示案内の

多言語化、外国語版カタログ刊行等）、学芸員等の招へい・派遣等に係る事業

の充実を図る。

補助対象：美術館・歴史博物館を中心とした実行委員会等（補助率：定額）

補助件数：95件→ 105件
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（３）文化財等の公開活用による ４,９００百万円（ ４,９００百万円）

地域活性化

①文化財建造物等を活用した １,７００百万円（ １,７００百万円）

地域活性化事業

重要文化財建造物等の公開活用を促進するためガイダンス施設や案内板等の

設置、環境整備を実施する。登録文化財（建造物）、重要伝統的建造物保存地区

について、公開活用の安全性向上のため耐震事業も実施する。

補助対象：文化財の所有者､管理団体､地方公共団体（補助率：原則５０％）

◆重要文化財建造物整備事業（100件程度）

◆重要伝統的建造物群保存地区耐震事業（10地区程度）

②地域の特性を活かした史跡等 ３,２００百万円（ ３,２００百万円）

総合活用支援推進事業

「公開活用｣のための史跡等の復元整備、｢安心･安全｣のための石垣の崩落防止

措置などの防災対策等を支援する。

補助対象：文化財の所有者、管理団体、地方公共団体（補助率：５０％）

補助件数：100件程度

（４）文化財の保護対策の検討等 ３０５百万円（ ３０６百万円）

文化財の類型ごとに適切な保護対策等を検討し、文化財の活用を促進する

①有形文化財 １３９百万円（ １４８百万円）

建造物や史跡等の保存・活用を図るための調査研究、普及啓発等を実施する。

◆文化財建造物の登録の推進等

登録文化財（建造物）の登録に向けた調査や、登録の促進に向けた普及

啓発活動等を実施する。

◆近代文化遺産保護検討等

近代遺産及び近代歴史資料の保存等に必要な調査・研究等

◆天然記念物保護体制等の充実に関する調査研究

天然記念物の地域指定の在り方や保護体制等に関する調査・研究等
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◆埋蔵文化財保存・活用等

埋蔵文化財の保存活用に関する調査研究等

◆水中文化遺産調査研究事業（５年計画２年目）

水中遺跡の調査・保存手法及び体制の指針の策定等

◆名勝に関する総合調査事業（７年計画４年目）

全国に所在する未指定の名勝地のうち､緊急に保護すべき特定の名勝地について

の詳細調査

◆「記念物・文化的景観」マネジメント支援事業（２年計画２年目）

文化財のマネジメントに係る提案や保存活用の取組等に係る課題等について

の詳細調査

◆平城宮跡遺構展示館の保存活用に関する調査研究事業（３年計画１年目）

土質や地下水･気象等が及ぼす遺構への影響調査等を行い、遺構の保存と活用

の知見を得るために必要なデータ収集･分析等を実施し､展示の改善等に活かす。

※前年度限り（装飾古墳の保存活用に関する調査研究事業 １８百万円）

②無形文化財 ３１百万円（ ３１百万円）

無形の民俗文化財のうち､保護団体が特定されておらず、変容・衰滅の恐れが

高い行事等について､計画的に映像等による記録化を進め､確実な記録保存を図る。

◆変容の危機にある無形の民俗文化財の記録作成の推進

記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財について計画的に記録を進め、

確実な記録保存を図る。（映像記録：2件、調査報告書：3件）

③無形文化財「わざ」の理解促進事業 ９９百万円（ ９７百万円）

重要無形文化財に指定されている「わざ」の映像記録の作成、記録資料の

デジタル化等を実施する。（記録映画作成：４本、デジタル化：４本 等）

④美術工芸品収蔵施設等における環境対策 １２百万円（ １２百万円）

の推進等

文化財(美術工芸品)の安全な保存･管理環境を確保するため、自然環境の変化

による被害等の課題に対する適切な保存施設等の設計及び管理の指針を構築する。

また、緊急保全された被災文化財の保管状況等の調査等を実施し､大規模災害

時の初動対応の指針策定を行う。
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⑤重要文化財(建造物)所有者診断支援事業 ８百万円（ １２百万円）

重要文化財（建造物）の所有者等へ専門家を派遣し､診断を実施することにより、

耐震性能を把握し、耐震補強基本計画を策定する。

⑥｢歴史文化基本構想｣普及促進事業 ５百万円（ ６百万円）

地方公共団体に対し、｢歴史文化基本構想｣(地域の文化財を総合的に保存･活用

するための基本的な方針）の策定に向けた指導及び助言等を行う。

⑦美術工芸品修理技術人材等に関する １０百万円（ 新 規 ）

調査研究

修理技術者を取り巻く環境等を調査し､保存管理や公開活用等の課題を抽出・

整理・分析し､修理技術人材の育成等に関する適切な指針や方法等を構築する。

（５）鑑賞・体験機会等充実のための １８６百万円（ １６６百万円）

事業推進

国民が文化財に接し、鑑賞･体験する機会を充実することにより､我が国の歴史

と文化に対する理解を促進し、もって文化財の保存・活用・継承に資する。

①美術館・博物館活動の充実 ２７百万円（ ２１百万円）

学芸員等を対象としたミュージアム・マネジメント及びミュージアム・エデュケーター

研修や、国宝・重要文化財の公開を促進する企画展の支援等を行う。また、新た

に研修の事業効果を測定するための調査を実施する。

②無形文化財等公開活用等事業 ２８百万円（ ２８百万円）

選定保存技術に関する展示･実演･体験活動等による公開や重要無形文化財の

保持者の工芸作品等の展示を実施し､その重要性や後継者不足等の諸問題を広く

一般に周知する。

③｢国民のたから｣鑑賞機会の充実 ４６百万円（ ４６百万円）

文化庁が毎年度指定する国宝･重要文化財等について､展覧会等を通じて広く

国民へ紹介する。
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④発掘された日本列島展 ３７百万円（ ２２百万円）

全国で実施されている発掘調査により明らかになった遺構、出土品等を巡回展

示し、併せて開催地域における遺構、出土品等を展示する。また、２０周年記念

事業として、重要文化財の遺物展示や復興のためのシンポジウム等を実施する。

⑤伝統音楽等の普及促進支援事業 ３５百万円（ ３５百万円）

伝統音楽の正しい知識、技能を指導者等に教授するため､実演家団体等が行う

伝統音楽等の普及を促進する取組に対して支援を行う。

⑥ＮＰＯ等による文化財建造物の １３百万円（ １４百万円）

管理活用の推進事業

文化財建造物の維持管理や活用を目的に活動するＮＰＯ等に事業を委託し、

優れた取組事例を蓄積するとともに､地方公共団体、所有者等に対して普及を図る。

（６）アイヌ関連施策の推進 ２５７百万円（ ２３３百万円）

①アイヌ文化振興等事業 ２０９百万円（ ２０９百万円）

アイヌ文化振興法に基づき指定された法人である公益財団法人アイヌ文化振興･

研究推進機構が行うアイヌ語講座や、伝承者育成等、アイヌ文化振興等に関する

事業に対して補助を行う。

②「民族共生の象徴となる空間」における ４８百万円（ ２４百万円）

博物館の整備・運営に関する調査検討

アイヌの象徴空間に整備される博物館の整備･運営に関する調査･検討を実施し、

「博物館基本計画」をとりまとめる。

（７）国宝重要文化財等の買上げ ２,０３２百万円（ １,３３２百万円）

①国宝重要文化財等買上 ２,０１７百万円（ １,３１７百万円）

保存管理の措置を講じる必要がある国宝･重要文化財等について、国が買上げ

適切に保護し、次世代へ継承する。

買上件数：１６件→２５件

②無形文化財資料買上 １６百万円（ １６百万円）

重要無形文化財（工芸技術）を継承・保護していくため、工芸技術記録映画

の製作対象となった重要無形文化財（各個認定）保持者の作品等を購入する。
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（８）国有文化財等の保存整備等 ７７２百万円（ ７３９百万円）

①国有文化財等の保存整備等 ３５百万円（ ３５百万円）

◆模写模造（建造物）

伝統的技法の解明､後世への記録・保存等のため、社寺等に描かれた彩色の

模写を行うとともに、建築史上特に重要なものを模型として製作、保存する。

◆模写模造（美術工芸品）

美術工芸品のうち、経年劣化により、移動等が困難な作品について、模写

模造品を製作し公開活用することで、指定品の保存を図る。

②文化財管理及び保存活用等 ７３７百万円（ ７０３百万円）

国有美術工芸品の保存修理や､平城宮跡等の維持管理等業務､高松塚古墳及び

キトラ古墳の保存･活用に必要な調査研究を行うとともに､保存修理を終えた一部

の壁画について､新たに一般公開等を実施する。

◆国有美術工芸品保存修理

国が所有する文化財のうち､経年劣化や公開活用等により損傷が激しく、緊急性

の高いものについて保存修理を行う。

◆平城宮跡等管理等

平城宮跡、藤原宮跡の維持・管理等を行う。

◆高松塚古墳壁画保存・活用の推進

壁画の保存修理作業や壁画の保存・活用のための調査検討及び修理施設内で

の壁画の公開等を実施する。

◆キトラ古墳保存修理等

壁画の保存修理作業や壁画の保存・活用のための調査研究及びキトラ古墳の

情報を広く一般に公開する事業等を実施する。
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（９）史跡等の保存整備・活用等 １９,７９２百万円（ １８,９７１百万円）

史跡等について、保存と活用を図るための事業を行う所有者、管理団体等に

対する補助を充実するとともに、地方公共団体が史跡等を公有化する事業補助

を実施し、保存整備や活用等を推進する。

①調査 ３２百万円（ ３２百万円）

天然記念物の生態・分布等調査

補助対象：地方公共団体（補助率：５０％）

補助件数：20件程度

②史跡等保存管理計画策定 １２０百万円（ １２０百万円）

史跡等の管理基準の策定

補助対象：地方公共団体（補助率：５０％）

補助件数：50件程度

③保存整備 ４,１５６百万円（ ３,９３６百万円）

史跡等・登録記念物・歴史の道の整備、防災施設設置等

補助対象：文化財の所有者､管理団体､地方公共団体（補助率：原則５０％）

補助件数：320件程度

④天然記念物再生事業 １２０百万円（ １２０百万円）

天然記念物である動植物の生育・育成環境の維持・復元等

補助対象：文化財の所有者、地方公共団体（補助率：５０％）

補助件数：30件程度

⑤天然記念物食害対策 ２５０百万円（ ２２２百万円）

天然記念物である動物に起因する農林産物等の食害対策等

補助対象：地方公共団体（補助率：2/3）

補助件数：60件→70件程度

⑥重要文化的景観保護推進事業 ３３０百万円（ ２００百万円）

重要文化的景観内の建造物等の修理・修景、防災施設設置等

補助対象：地方公共団体（補助率：原則５０％）

補助件数：60件→90件程度

⑦発掘調査等 ３,０８９百万円（ ２,９２９百万円）

開発等により破壊される恐れのある遺構等の発掘調査、記録作成等

補助対象：地方公共団体（補助率：５０％）

補助件数：700件→730件程度

⑧史跡等の買上げ １１,６９５百万円（ １１,４１２百万円）

史跡等を良好な状態で保全・整備・活用するとともに、文化財保護法に基づき

所有者に課される義務を補償するため、地方公共団体が史跡等を公有化する場合

に経費の一部を補助する。

補助対象：地方公共団体（補助率：８０％）

補助件数：110件→120件程度
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（10）無形文化財・文化財保存技術の １,０１３百万円（ ９８２百万円）

伝承等

重要無形文化財及び選定保存技術の保持者、保持団体等が行う伝承者養成、

原材料・用具の確保等の事業に対して補助を行う

①無形文化財の伝承・公開 ６１６百万円（ ６０６百万円）

◆無形文化財伝承

重要無形文化財の保持者、保持団体等が行う伝承者養成等を支援する。

・重要無形文化財保持団体等補助（29団体→ 30団体）

・重要無形文化財の保持者（116名）に交付

◆無形文化財公開

重要無形文化財の保存のための公開事業に対して補助を行う。

・日本伝統工芸展に要する経費の一部補助（11団体）

・国家指定芸能特別鑑賞会に要する経費の一部補助（能楽、組踊各 1団体）

②文化財保存技術の伝承等 ３９７百万円（ ３７５百万円）

◆選定保存技術保存団体等補助

選定保存技術保存団体等が行う伝承者の養成、原材料･用具の確保等に対して

補助を行う。

補助対象：選定保存技術保存団体等（補助率：定額）、31団体等→ 33団体等

◆選定保存技術保持者補助

選定保存技術保持者が行う伝承者の養成、技能･技術の錬磨等に対して補助を行う。

補助対象：選定保存技術保持者（補助率：定額）、53人→ 57人

◆ふるさと文化財の森構想

文化財建造物の保存のために必要な資材について、その重要性等の理解を深める

ための研修会等を支援する。

補助対象：民間団体（補助率：定額）

◆ふるさと文化財の森システム推進事業

檜皮、木材（ヒノキ、マツ等）等を資材別にふるさと文化材の森を設定し、所有者

の顕彰等を行うとともに､文化財修理用資材に対する意識向上を図るための情報発信、

体験学習等を通じた学校教育、生涯学習活動を支援する。

また､設定地において、保存修理に使用される資材の育成のために必要な管理業務

に対して補助を行う。

補助対象：民間団体、地方公共団体（補助率５０％）
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（11）民俗文化財の保存修理等 ２８０百万円（ ２５０百万円）

民俗文化財調査、重要有形民俗文化財の保存修理や防災施設の設置、重要無形

民俗文化財の伝承者養成や用具の修理･新調等に対して補助を行う。また､複数年

にわたって計画的な実施が必要な大規模な修理の拡充を図る。

◆民俗文化財調査

民俗文化財の分布や実態等の調査事業に対する補助

補助対象：地方公共団体等（補助率：原則５０％）
補助件数：10件程度

◆民俗文化財保存修理

重要有形民俗文化財の修理に対する補助

補助対象：所有者、管理団体（補助率：原則５０％）
補助件数：15件→20件程度

◆民俗文化財防災施設

重要有形民俗文化財の収蔵庫等への防災施設（自動火災報知設備等）の設置に

対する補助

補助対象：所有者、管理団体（補助率：原則５０％）
補助件数：5件程度

◆民俗文化財伝承・活用等事業

重要無形民俗文化財の伝承者養成、用具の修理・新調等に対する補助

補助対象：保護団体、地方公共団体等（補助率：原則５０％）
補助件数：30件程度

（12）平城及び飛鳥・藤原宮跡地等 １,１５７百万円（ ６６３百万円）

の保存整備

平城宮跡及び藤原宮跡等の保存活用のために必要な整備等を行うとともに、特

別史跡キトラ古墳の墳丘整備や壁画保存管理施設設置に伴う工事に必要な事業費

の拡充を図る。

◆宮跡地等買上

平城宮跡及び飛鳥藤原宮跡地等の買上げ

◆平城宮跡地等整備

平城宮跡及び藤原宮跡等の保存活用に必要な整備

◆キトラ古墳壁画保存管理施設等工事及び墳丘整備（３年計画２年目）

キトラ古墳の墳丘整備や壁画保存管理施設設置に伴う工事
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Ⅲ 我が国の多彩な文化芸術の （前年度予算額 ３６,４９４百万円）

発信と国際文化交流の推進 26年度要求額 ４２,５７２百万円

我が国の多彩な文化芸術をより積極的に国内外へ発信するとともに、文化芸術各分野

における国際文化交流を推進する。これにより、国内の文化芸術水準の向上を図ると

同時に、クール・ジャパンを推進する我が国の文化芸術の発信力強化を図る。

また、我が国の顔となる国立美術館・博物館等の国立文化施設の整備・充実を通じ

て、文化発信の国内基盤強化及び国民の鑑賞機会充実を図るほか、文化遺産保護等の

国際協力や外国人に対する日本語教育を推進する。

（前年度予算額 １,９０７百万円）

１．日本文化の発信・交流の推進 26年度要求額 ３,１３９百万円

○事業の概要

｢文化芸術創造都市｣の活動支援･発信力強化を推進するための取組を進めるととも

に、芸術文化の世界への発信と新たな展開のため国際フェスティバルへの参加･出展

などの取組に対して支援する。

また、文化遺産オンライン構想、世界遺産普及活用、｢東アジア文化都市｣を中心と

した東アジア各国との文化交流・人的交流を推進するなど、文化芸術の国内外への発

信を戦略的に行う。

○事業の内容

（１）文化芸術創造都市の推進 ３４百万円（ １１百万円）

「文化芸術創造都市」の取組を促進するための全国的ネットワークの充実･強化

及び取組の普及、世界への発信窓口等を担う国内拠点の形成を図る。

さらに、以下の事業の活用による「文化芸術創造都市」への支援によって、

情報発信、世界との拠点としての機能を強化する。

◆文化遺産を活かした地域活性化事業

◆地域発･文化芸術創造発信イニシアチブ

◆劇場･音楽堂等活性化事業

◆地域と共働した美術館･歴史博物館創造活動支援事業

（２）芸術文化の世界への発信と新たな展開 １,７９１百万円（ 新 規 ）

現代アート､Ｊ-ＰＯＰ､舞台芸術など、我が国の優れた芸術文化を積極的に海外

に発信するため、海外のフェスティバルへの参加･出展、国内における国際フェス

ティバル開催､海外の芸術団体との共同制作などの取組に対し支援する。
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◆国際共同制作（10公演）

◆国際フェスティバル（舞台芸術8公演、現代アート10件等）

◆海外国際フェスティバル・展覧会参加出展等

（現代アート45件、Ｊ-ＰＯＰ10件、舞台芸術34公演）

※前年度限り（芸術による国際交流活動への支援等 ９３２百万円）

（３）文化芸術の海外発信力の強化 ８６８百万円（ ７３５百万円）

東アジア各国との文化交流･人的交流の発展を図るため、東アジア文化交流推進

プロジェクトを実施するほか、文化庁｢文化交流使｣の派遣、外国人芸術家が滞在す

る創造活動拠点形成の支援、現代文化分野における専門人材のASEAN派遣を行うこ

と等により、文化芸術の国際発信力の強化を図る。

①東アジア文化交流推進プロジェクト事業 １６６百万円（ １２１百万円）

日中韓３か国で選定した｢東アジア文化都市｣において､中韓との交流を推進する

ため、新たに３か国間で文化芸術団体の派遣・招へいを行い、アジアの文化芸術

イベント等を実施する。

また、東アジア諸国の文化人、芸術家等が一堂に会し、東アジア諸国の文化芸術

関係者同士のネットワーク等を強化する「東アジア共生会議」を開催する。

②文化芸術の海外発信拠点形成事業 １６５百万円（ １７７百万円）

外国人芸術家等の受け入れにより行う国際的な文化芸術創造など特色ある国際

文化交流事業(アーティスト･イン･レジデンス事業)を支援し、日本各地における

文化芸術創造と国際的発信の拠点づくりを推進する。

③国際文化ネットワークの構築及び文化多様性 ２６百万円（ ２４百万円）

保護・の促進への対応

日中韓やASEANとの文化大臣会合をはじめ、ユネスコ等の国際会議に出席する

ほか、ハイレベルの芸術家、文化財専門家、博物館、文化行政担当官を招へいする。

④芸術家・文化人等による文化発信推進事業 １０２百万円（ ７２百万円）

－文化庁｢文化交流使｣の派遣等－

著名な文化人、芸術家等を世界各国に｢文化交流使｣として派遣し、日本文化紹介

活動を展開する。特に、｢くらしの文化｣(衣食住に係る文化､生活文化､国民娯楽)を

海外へ発信すべく、指名者数を増員する。

⑤国際文化交流・協力推進事業 ２８６百万円（ ２６９百万円）

首脳間や政府間で設定される周年事業等において、国としての対応が必要となる

トップレベルの文化芸術発信事業や国際文化交流事業を実施する。

〈平成26年度の主な周年事業対象国〉

・スペイン慶長遣欧使節訪西400周年､日･スイス外交関係樹立150周年､日カリブ

交流年､日･ボリビア外交関係樹立100周年､日･ブルネイ外交関係樹立30周年等
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⑥現代文化分野における専門人材のＡＳＥＡＮ ５０百万円（ 新 規 ）

派遣事業

ポップカルチャー分野の専門人材をＡＳＥＡＮ諸国の教育機関等へ派遣し、現地

での人材養成を行うことで、日本文化の継続的な発信強化を促進する。

⑦現代日本文学翻訳・普及事業 ７２百万円（ ７２百万円）

我が国の優れた文学作品等を英語等に翻訳して諸外国に出版することにより、諸

外国との相互理解を促進し、我が国文学水準の一層の向上を図る。

（４）文化遺産オンライン構想の推進 １９２百万円（ ８３百万円）

①文化遺産オンライン構想の推進 １６０百万円（ ８３百万円）

我が国の文化財の情報を広く海外に向けて発信するため、英語の専用サイトの

開設を行うとともに、併せて画像掲載率の向上、美術館・博物館との連携を推進

するなど、サイトの充実を図る。

②伝統工芸・伝統芸能の海外発信の強化 ３２百万円（ 新 規 ）

伝統工芸・伝統芸能を国内外に発信するため、プロモーションＤＶＤを製作

して関係機関に配布するとともに、文化遺産オンライン等において配信する。

（５）世界遺産普及活用･推薦のための事業推進 １５１百万円（ 新 規 ）

我が国の推薦案件を確実に世界遺産登録へつなげるため、世界遺産委員会や

専門家会合に出席し情報収集、審査傾向の分析等を行うとともに、世界遺産暫定

リストに記載された文化遺産等を「日本遺産(Japan Heritage)」という呼称で、

積極的に海外に発信する。

※前年度限り（世界遺産戦略強化事業等 １４６百万円）

（６）魅力的な日本語発掘・発信プログラム １０３百万円（ 新 規 ）

外国人にとって魅力ある日本語を発掘し､国内外に発信することにより､外国人

の日本語に対する興味関心を喚起し､来日外国人の増に結び付けるとともに､日本

語学習へとつなげていく事業を実施する｡
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（前年度予算額 ３９７百万円）

２．文化遺産保護等国際協力の推進 26年度要求額 ４１９百万円

○事業の概要

「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律」及び「無形文化

遺産保護条約」に基づき、有形・無形の文化遺産に対する国際協力を推進すること

により、世界における多様な文化の発展に貢献するとともに、我が国の国際的地位

の向上に資する。

○事業の内容

（１）文化財保存修復研究国際センター ５７百万円（ ５４百万円）
との連携協力

文化財保存修復研究国際センター(ICCROM:イクロム)に対し、文化財の保存

･修復に関する研究事業等に協力するための分担金拠出や職員の派遣を実施する。

（２）文化遺産保護国際貢献事業 ２０８百万円（ １８３百万円）

緊急的な専門家の派遣・招へい、諸外国の文化遺産分野における人材育成への

協力事業、無形文化遺産保護に係る研修事業､国際会議の開催､文化遺産国際協力

コンソーシアムの運営等を実施するとともに、国際協力事業の実施対象地域の拡

大を図る。

（３）アジア太平洋地域世界遺産等文化財 ５１百万円（ ５１百万円）
保護協力推進事業

アジア太平洋地域の世界遺産等文化財保護に関する国際協力を充実させるため

の研修事業、国際会議の開催、文化財専門家の派遣等を実施する。

（４）戦略的二国間文化遺産国際交流推進 １５百万円（ １５百万円）
事業

日・伊の文化遺産国際協力覚書に基づいて、壁画修復や景観保存等の両国で抱

える文化財保護の諸課題に中長期的に共同して取り組む。
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（５）文化財の海外交流・協力の推進 ７７百万円（ ８７百万円）

我が国の文化財を広く海外に紹介するとともに､文化財を通じた国際交流に貢献

するため､諸外国の文化関係機関と文化財の海外交流･協力推進に向けた調整等を

実施する。

◆文化財海外交流展

〈平成 26年度の開催予定〉

・米国(フィラデルフィア)、豪州(シドニー)

◆文化財不法輸出入等防止推進費

条約締約国の不法取引の実態や輸入規制方法等についての情報交換、調査研究等

※前年度限り（博物館･美術館相互交流事業 １１百万円）

（６）アジア諸国文化財の保存修復等協力事業 ７百万円（ ５百万円）

文化財の保存修復等に係る技術協力を実施するとともに、アジア諸国の専門家

等との研究交流及び人材育成を図る。

（７）美術品補償制度に係る海外広報等 ４百万円（ 新 規 ）

海外の美術館等に対して、我が国の美術品補償制度への理解増進のための広報

を実施し、当該制度の利用促進を図る。

※前年度限り（美術品補償制度に係る説明会等 １百万円）

（前年度予算額 ２１６百万円）

３．外国人に対する日本語教育の推進 26年度要求額 ２３１百万円

○事業の概要

我が国に居住する外国人にとって、日本語がわからないことから生じる様々な問題

を解消し、円滑に日本社会の一員として生活を送ることができるように日本語教育を

推進する。

○事業の内容

（１）日本語教育に関する調査及び調査研究 １８百万円（ ５百万円）

我が国に居住する外国人に対する今後の日本語教育施策を推進する上での基礎

資料とするため、日本語教育実施機関・施設等に関する実態調査を実施するととも

に、新たに外国人の日本語学習ニーズ調査等を実施する。
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（２）日本語教育研究協議会等の開催 ５百万円（ ９百万円）

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会の審議状況の説明や日本語教育に関

する研究協議などを行う日本語教育研究協議会(４か所)、都道府県・政令指定都市

等日本語教育担当者研修を実施する。

（３）条約難民及び第三国定住難民に対する ４０百万円（ ３４百万円）
日本語教育

条約難民及び第三国定住難民に対し､日本語教育を実施するとともに､新たに今

後の受入れ体制等の検討に資するため､定住後の実態について調査研究を実施する。

（４）｢生活者としての外国人」のための １６４百万円（ １６４百万円）
日本語教育事業

我が国に在留する外国人が日本語を用いて円滑に生活を送ることができるよう、

｢生活者としての外国人｣を対象とした、地域における日本語教育の充実を図る。

（５）省庁連携日本語教育基盤整備事業 ４百万円（ ４百万円）

日本語教育に関する関係府省及び関係機関による情報交換の場を設けるととも

に、「ＮＥＷＳ」(日本語教育コンテンツ共有化システム)の運用を行う。

（前年度予算額 ３３,９７４百万円）
４．文化発信を支える基盤の整備・充実 26年度要求額 ３８,７８２百万円

○事業の概要

我が国の文化施設等の中核的拠点であり、日本の顔となる国立美術館・博物館等の国

立文化施設の整備等による基盤強化を通じて、文化発信力の強化と国民の鑑賞機会の充

実を図る。

○事業の内容

（１）国立文化施設の機能強化 ３８,１１７百万円（ ３３,４０７百万円）

収蔵品の充実や基幹的設備整備などの基盤強化及び快適な観覧・鑑賞環境の

充実に必要な整備を行うことにより、ナショナルセンターとしての国立文化施設

(美術館、博物館、劇場等)の機能強化を図る。
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①国立美術館運営費交付金 ８,３２４百万円（ ７,５４６百万円）

◆ナショナルセンターとしての機能強化

映画アーカイブに関する国内外への発信・発言力の強化等を図るため、フィルム

センターの組織など、ナショナルセンターとしての機能強化を図る。

◆国民へのサービスの充実による機能強化

従来の事業とは異なる戦略性のある展覧会を実施し、新たな観覧者の獲得や、国

民へのサービスの充実を図る。

②国立美術館施設整備費 ３,８５９百万円（ ５,１０４百万円）

◆国立新美術館土地購入費

◆ナショナルセンターとしての機能強化

美術作品の保護や来館者への快適なサービスの提供等を図るため、国立西洋美術

館の空気調和設備の老朽化に伴う改修工事等を行う。

③日本芸術文化振興会運営費交付金 １０,０６３百万円（ ９,４３３百万円）

◆ナショナルセンターとしての機能強化

地方公共団体や各地の芸術団体等との連携協力を積極的に進めるため、地方連携

に係る専門人材を確保するなど、ナショナルセンターとしての機能強化を図る。

◆国民へのサービスの充実による機能強化

伝統芸能と現代舞台芸術について、従来の事業とは異なる戦略性のある教育普及

事業等を実施するとともに、基幹的設備の更新等により、新規観劇者の獲得と国民

へのサービスの充実を図る。

④日本芸術文化振興会施設整備費 ２,０４８百万円（ ７８百万円）

◆ナショナルセンターとしての機能強化

出演者等の安全と安定的な公演環境を確保し、ナショナルセンターとしての機能

強化を図るため、老朽化の著しい国立劇場・国立演芸場の改修に伴う設計、国立能楽

堂基幹施設の整備、国立劇場舞台機構の改修等を行う。

◆国民へのサービスの充実による機能強化

快適な観劇環境を提供し、国民へのサービスの充実を図るため、国立文楽劇場の

客席椅子等及び新国立劇場のトイレの改修を行う。

⑤国立文化財機構運営費交付金 ９,１８８百万円（ ８,３９２百万円）

◆ナショナルセンターとしての機能強化

災害等により被災した文化財等の救出に必要な体制整備や、国外に流出する恐れ

のある文化財の購入など、ナショナルセンターとしての機能強化を図る。

◆国民へのサービスの充実による機能強化

従来の事業とは異なる戦略性のある展覧会、教育普及事業、観覧環境の整備など、

新たな観覧者の獲得や国民へのサービスの充実を図る。

⑥国立文化財機構施設整備費 ４,６３６百万円（ ２,８５４百万円）

◆奈良文化財研究所本館建替工事（３年計画２年目）
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◆ナショナルセンターとしての機能強化

来館者及び収蔵品の安全を確保するため、老朽化した奈良国立博物館なら仏像館

外壁等の改修工事等を行う。

◆国民へのサービスの充実による機能強化

収蔵品の安定的な公開及び快適な観覧環境を提供するため、東京国立博物館平成

館特別展示室の改修工事等を行う。

（２）文化政策情報システムの運用等 １７３百万円（ １２３百万円）

文化芸術施策の企画・立案に必要な各種データや資料の収集、調査研究等を

実施する。

①文化施策の企画立案 ３５百万円（ ４６百万円）

文化芸術施策の企画・立案に必要な各種データや資料の収集、調査研究等を

実施する。

②文化政策情報システムの運用等 １３８百万円（ ７７百万円）

ホームページの充実及び庁内情報通信ネットワークシステムの円滑な運営を行

うとともに、政府機関へのサイバー攻撃等の脅威に対応するためセキュリティ
対策を強化し文化行政の情報化と情報発信を行う。

（３）文化関係資料のアーカイブの構築に ６８百万円（ ４０百万円）

関する調査研究

◆文化関係資料アーカイブ検討会

関係機関や有識者からなる文化関係資料のアーカイブに関する検討会を開催し、各

分野の特性に応じた保存全般にわたる事項について検討する。

◆モデル分野における実践的調査研究

３つのモデル分野（①テレビ番組の脚本等②写真フィルム③音楽関係資料(日本人

作曲家の手稿譜など)）ごとに、目録の作成・公開、デジタル化の試行を実施する。

（４）近現代建築資料等の収集・保存 １０８百万円（ ９６百万円）

我が国の近現代建築・建築家に係る図面等の海外流出や散逸を防ぐため、国立

近現代建築資料館を拠点としてアーカイブの構築を図り、次世代に継承する。

（５）著作権の保護 ２１５百万円（ ２１２百万円）

ネットワーク化の進展など様々な課題に対応するために必要な著作権法の適切

な運用、著作権制度の改善・普及啓発を図るための資料・教材作成、各種講習会、

国際的な課題への対応ための各国との協議、海賊版対策等を行う。
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（６）国語施策の充実 ５８百万円（ ５２百万円）

国語に関する実態調査、国語問題研究協議会の開催、東日本大震災の被災地域

における方言を含む危機的な状況にある言語・方言の活性化・調査研究事業、国語

施策情報システムの更新事業を実施し、国語施策の充実を図る。

（７）宗務行政の推進 ４３百万円（ ４４百万円）

宗教法人法に基づく認証等の事務処理、不活動宗教法人の整理促進対策、宗教

法人等に対する研修会並びに、宗教事情に係る調査及び資料収集を実施し、宗務

行政の適正な推進を図る。
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東日本大震災特別会計

（前年度予算額 ２,０９５百万円）

東日本大震災からの復旧･復興対策 26年度要求額 ３,３０５百万円

（１）被災文化財の復旧推進 ２,６６０百万円（ １,７１４百万円）

①建造物 ６９９百万円（ ９８百万円）

②記念物 １,７１０百万円（ １,４６５百万円）

③伝統的建造物群 ２５１百万円（ １３５百万円）

※前年度限り（美術工芸品・民俗文化財 １６百万円）

（２）被災ミュージアム再興事業 ６４５百万円（ ３８１百万円）

被災した博物館資料の修理、修理した資料の整理･データベース化、応急措置

した資料の収蔵場所確保など復興に向けた各種事業や、被災した館の資料を活用

した展覧会の実施等を支援する。
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